
審決

無効２０１１－８００２１８

東京都墨田区吾妻橋３丁目１１番１号
請求人 株式会社 小森コーポレーション

東京都港区赤坂１－９－１５ 日本短波放送会館内
代理人弁理士 光石 俊郎

東京都港区赤坂１－９－１５
代理人弁護士 光石 忠敬

東京都港区赤坂１－９－１５
代理人弁護士 光石 春平

東京都港区赤坂１－９－１５ 光石法律特許事務所
代理人弁理士 田中 康幸

東京都港区赤坂１－９－１５ 日本短波放送会館 光石法律特許事務所
代理人弁理士 松元 洋

東京都港区赤坂１－９－１５ 日経ラジオ社ビル 光石法律特許事務所
代理人弁理士 山田 哲三

スイス国，１０００ ローザンヌ ２２，ペーオー ボックス ３４７，アブニュ 
ュ デュ グレ ５５
被請求人 カーベーアー―ノタシ ソシエテ アノニム

東京都港区虎ノ門３丁目５番１号 虎ノ門３７森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 青木 篤

東京都港区虎ノ門３丁目５番１号 虎ノ門３７森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 島田 哲郎

東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 三橋 真二

東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル青和特許法律事務所
代理人弁理士 谷光 正晴

東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 大橋 康史

東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル 青和特許法律事務所
代理人弁理士 篠崎 正海

上記当事者間の特許第４７０００５２号発明「検査機械および検査方法」
の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。



結 論
訂正を認める。
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理 由
第１ 手続の経緯 
本件特許第４７０００５２号に係る出願（特願２００７－５０９００２

号）は、平成１７年４月１５日（パリ条約による優先権主張 ２００４年４
月２２日 欧州特許庁）を国際出願日とする出願であって、その特許権の設
定登録は平成２３年３月１１日にされ、その後、請求人株式会社小森コーポ
レーションから無効審判が請求されたものである。以下、請求以後の経緯を
整理して示す。 

平成２３年１０月２７日 審判請求書の提出 
平成２４年 ２月 ９日 答弁書の提出 
平成２４年 ２月 ９日 訂正請求書の提出 
平成２４年 ５月 ８日 口頭審理陳述要領書の提出（請求人より） 
平成２４年 ６月 ５日 口頭審理陳述要領書の提出（被請求人より） 
平成２４年 ６月１３日 上申書の提出（請求人より） 
平成２４年 ６月１９日 口頭審理の実施 
平成２４年 ７月 ３日 上申書の提出（請求人より） 
平成２４年 ７月１３日 上申書の提出（被請求人より） 

第２ 本件訂正の内容 
平成２４年２月９日になされた訂正請求による訂正（以下、「本件訂正」

という。）は、特許第４７０００５２号の願書に添付した特許請求の範囲及
び明細書を、平成２４年２月９日付けの訂正請求書に添付した全文訂正特許
請求の範囲（以下、「訂正特許請求の範囲」という。）及び全文訂正明細書
（以下、「訂正特許明細書」という。）のとおりに訂正しようとするもので
あって、その訂正の内容は、以下の訂正事項１～６のとおりである。 
（１）訂正事項１ 
願書に添付した特許請求の範囲の請求項１のうち、「第一カメラ」、「第

二カメラ」、「第三カメラ」を、それぞれ「第一線形カメラ」、「第二線形
カメラ」、「第三線形カメラ」と訂正する。 
（２）訂正事項２ 
願書に添付した特許請求の範囲の請求項１のうち、「第一、第二または第

三検査シリンダ（（４，７，１２）」を「第一、第二または第三検査シリン
ダ（４，７，１２）」と訂正する。 
（３）訂正事項３ 
願書に添付した特許請求の範囲の請求項２のうち、「前記第一カメラ」を

「前記第一線形カメラ」と訂正する。 
（４）訂正事項４ 
願書に添付した特許請求の範囲の請求項７のうち、「グリッバ」を「グリ

ッパ」と訂正する。 
（５）訂正事項５ 
願書に添付した特許請求の範囲の請求項１１のうち、「前記第一、第二お

よび第三カメラ（６，９，１４）の各々は、検査を受ける印刷されたシート
の継続的線形画像を撮る線形カメラであり、」を「前記第一、第二および第
三線形カメラ（６，９，１４）の各々は、検査を受ける印刷されたシートの
継続的線形画像を撮り、」と訂正する。 
（６）訂正事項６ 



願書に添付した特許請求の範囲の請求項１３のうち、「透明陽画による第
一検査」、「第一検査終了後に」、「第二検査を実行し」、「第二検査終了
後に」、「第三検査を実行し」、「第三検査終了後に」を、それぞれ「第一
線形カメラにより透明陽画による第一検査」、「第一線形カメラによる第一
検査終了後に」、「第二検査を第二線形カメラにより実行し」、「第二線形
カメラによる第二検査終了後に」、「第三検査を第三線形カメラにより実行
し」、「第三線形カメラによる第三検査終了後に」と訂正する。 

第３ 当事者の主張 
１．請求人の主張 
請求人は、特許第４７０００５２号の請求項１～１８に係る発明（以下、

それぞれ、「本件特許発明１」～「本件特許発明１８」という。）について
の特許を無効とする、仮に本件訂正が認められたとしても、本件訂正により
訂正された特許請求の範囲の請求項１～１８に係る発明（以下、それぞれ、
「訂正特許発明１」～「訂正特許発明１８」という。）についての特許を無
効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、無効とすべき
理由を次のように主張すると共に、証拠方法として甲第１号証～甲第６号証
を提出している。 

（理由１） 
本件特許発明１～１２及び訂正特許発明１～１２は、甲第１号証に記載さ

れた発明及び甲第２号証～甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものであるから、平成２３年改正前の特許法
（「特許法」に関し、以下同じ。）第２９条第２項の規定により特許を受け
ることができない。 
また、本件特許発明１３～１８及び訂正特許発明１３～１８は、甲第３号

証に記載された発明並びに甲第１～２号証に記載された発明及び甲第４～６
号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも
のであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができ
ない。 
したがって、本件特許発明１～１８又は訂正特許発明１～１８に係る特許

は、特許法第１２３条第１項第２号に該当し無効とされるべきである。 

（理由２） 
本件特許発明１～１８は、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明に記

載したものではなく、本件特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条
第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたもの
である。 
また、訂正特許発明１～１８も、訂正特許明細書の発明の詳細な説明に記

載したものではなく、訂正特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項
第１号に規定する要件を満たしていない。 
したがって、本件特許発明１～１８又は訂正特許発明１～１８に係る特許

は、特許法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とされるべきである。 

［証拠方法］
甲第１号証：特開２０００－８５０９５号公報 
甲第２号証：特表２００１－５０９７４６号公報 
甲第３号証：特表２００３－５３２５６３号公報 
甲第４号証：特開平１０－３３７９３５号公報 
甲第５号証：特開２００１－１０１４７３号公報 
甲第６号証：特開昭６１－１７５５５２号公報 

２．被請求人の主張 



被請求人は、本件訂正を認める、本件無効審判の請求は認められない、審
判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、請求人の主張する無効理由に
はいずれも理由が無い旨主張すると共に、証拠方法として乙第１号証を提出
している。 

［証拠方法］
乙第１号証：特願２００７－５０９００２号（本件出願）の拒絶査定不服審
判請求書 

第４ 訂正の可否についての判断
１．訂正事項１について 
訂正事項１は、訂正前の「第一カメラ」、「第二カメラ」、「第三カメ

ラ」を、それぞれ「第一線形カメラ」、「第二線形カメラ」、「第三線形カ
メラ」へと技術的に限定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とす
る訂正に該当する。 
また、この訂正は、願書に添付した明細書における「好適には、使用され

るカメラは、検査されるシートの継続線形画像を撮影する線形ＣＣＤカメラ
である。」（段落【００２０】）の記載に基づくものであるから、願書に添
付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであ
り、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。 

２．訂正事項２について 
訂正事項２は、訂正前の「（（４，７，１２）」における二重の左括弧の

一つを削除する訂正であるから、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。
また、この訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記

載した事項の範囲内のものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し又
は変更するものでもない。 

３．訂正事項３について 
訂正事項３は、訂正事項１による特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正

に伴い、請求項２の記載を整合させるものであるから、明りょうでない記載
の釈明を目的とする訂正に該当する。 
また、この訂正は、上記訂正事項１について示した理由と同様の理由で、

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内
のものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもので
もない。 

４．訂正事項４について 
訂正事項４は、訂正前の「グリッバ」を「グリッパ」とする訂正であるか

ら、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。 
また、この訂正は、願書に添付した明細書における「好適には、移送およ

び検査シリンダは単一セットのグリッパを担持し、」（段落【００２３】）
の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又
は図面に記載した事項の範囲内のものであり、かつ、実質上特許請求の範囲
を拡張し又は変更するものでもない。 

５．訂正事項５について 
訂正事項５は、訂正事項１による特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正

に伴い、請求項１１の記載を整合させるものであるから、明りょうでない記
載の釈明を目的とする訂正に該当する。 
また、この訂正は、上記訂正事項１について示した理由と同様の理由で、

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内
のものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもので



もない。 

６．訂正事項６について 
訂正事項６は、訂正前の「透明陽画による第一検査」、「第一検査終了後

に」、「第二検査を実行し」、「第二検査終了後に」、「第三検査を実行
し」、「第三検査終了後に」を、それぞれ「第一線形カメラにより透明陽画
による第一検査」、「第一線形カメラによる第一検査終了後に」、「第二検
査を第二線形カメラにより実行し」、「第二線形カメラによる第二検査終了
後に」、「第三検査を第三線形カメラにより実行し」、「第三線形カメラに
よる第三検査終了後に」へと技術的に限定するものであり、特許請求の範囲
の減縮を目的とする訂正に該当する。 
また、この訂正は、上記訂正事項１について示した理由と同様の理由で、

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内
のものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもので
もない。 

７．まとめ 
以上のとおり、訂正事項１～６は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又

は明りょうでない記載の釈明のいずれかを目的とし、いずれも、願書に添付
した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている事項の範囲内の訂正
であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではな
い。 
よって、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項第１号ないし第３号に

掲げる事項を目的とするものであり、特許法第１３４条の２第５項の規定に
よって準用する特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するので、
当該訂正を認める。 

第５ 本件訂正後の各請求の記載 
上記のとおり、本件訂正は認められるから、本件訂正後の特許請求の範囲

の請求項１～１８の記載は、訂正特許請求の範囲に記載された以下のとおり
のものである。
「【請求項１】 
有価証券、紙幣、銀行券、パスポート、およびその他の同様書類等印刷さ

れたシート（sheet)形態の印刷物用検査機械であって、 
シート供給器（１）を有し、 
検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ（４）、第一検

査シリンダ（４）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するた
めに分析装置に連結された第一照明手段（５）および第一線形カメラ（６）
を備えた第一シート検査ユニット、 
検査時に印刷されたシートを運ぶための第二検査シリンダ（７）、第二検

査シリンダ（７）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するた
めに前記分析装置に連結された第二照明手段（８）および第二線形カメラ
（９）を備えた第二シート検査ユニット、 
検査時に印刷されたシートを運ぶための第三検査シリンダ（１２）、第三

検査シリンダ（１２）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影す
るために前記分析装置に連結された第三照明手段（１３）および第三線形カ
メラ（１４）を備えた第三シート検査ユニット、 
印刷されたシートを第一検査ユニットへ連続的に運ぶための入力移送シリ

ンダ（３）、ならびに 
印刷されたシートを第三検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ（１

７）を含み、 
前記入力移送シリンダ（３）、第一検査シリンダ（４）、第二検査シリン

ダ（７）、第三検査シリンダ（１２）、および前記出力移送シリンダ（１



７）は、印刷されたシートを前記入力移送シリンダ（３）から第一検査シリ
ンダ（４）、第二検査シリンダ（７）、第三検査シリンダ（１２）、および
前記出力移送シリンダ（１７）へ直接的かつ継続的に運搬するように、相互
に対して直接接触する状態で配置され、かつ 
第一シート検査ユニット、第二シート検査ユニット、第三シート検査ユニ

ット、前記入力移送シリンダ（３）、および前記出力移送シリンダ（１７）
は、印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット、第二シート検査ユ
ニット、または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の
印刷されたシートを第一、第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）か
ら取り出すように構成されている、検査機械。 
【請求項２】 
前記第一検査シリンダ（４）は透明シリンダであり、前記第一照明手段

（５）は前記透明シリンダ内に設置され、かつ前記第一線形カメラ（６）は
印刷されたシートを透過して透明陽画で検査するために前記透明シリンダの
外側に設置されている、請求項１に記載の検査機械。 
【請求項３】 
前記第二シート検査ユニットは、印刷されたシートの第一照明側を検査す

る、請求項１または２に記載の検査機械。 
【請求項４】 
前記第三シート検査ユニットは、印刷されたシートの第二照明側を検査す

る、請求項３に記載の検査機械。 
【請求項５】 
前記第二シート検査ユニットおよび第三シート検査ユニットは、各々少な

くとも一つの不可視特徴検査ユニット（１０，１１，１５，１６）を更に含
む、請求項１に記載の検査機械。 
【請求項６】 
前記不可視特徴検査ユニット（１０，１１，１５，１６）は印刷されたシ

ート上にＩＲ、ＵＶまたは磁気特性を検出するための手段を含む、請求項５
に記載の検査機械。 
【請求項７】 
前記第一検査シリンダ（４）、第二検査シリンダ（７）および第三検査シ

リンダ（１２）は、各々が単一セットのグリッパを担持し、かつ前記第一検
査シリンダ（４）、第二検査シリンダ（７）および第三検査シリンダ（１
２）の直径は運搬および検査時間を短縮するために縮小されている、請求項
１から６のいずれか１に記載の検査機械。 
【請求項８】 
前記入力移送シリンダ（３）、前記第一検査シリンダ（４）、第二検査シ

リンダ（７）、第三検査シリンダ（１２）および前記出力移送シリンダ（１
７）は、印刷されたシートを前記第一検査シリンダ（４）、第二検査シリン
ダ（７）、または第三検査シリンダ（１２）へ移送する入力位置と印刷され
たシートを前記第一検査シリンダ（４）、第二検査シリンダ（７）、または
第三検査シリンダ（１２）から取り出して移送する出力位置との間での前記
第一検査シリンダ（４）、第二検査シリンダ（７）、および第三検査シリン
ダ（１２）の各々の上の印刷されたシートの運搬長が所定シート長として最
適になるようにジグザグ形態に配置されている、請求項１から７のいずれか
１に記載の検査機械。 
【請求項９】 
前記第一検査シリンダ（４）、第二検査シリンダ（７）、または第三検査

シリンダ（１２）上の印刷されたシートの運搬長は検査される印刷されたシ
ートの長さよりも僅かに長い、請求項８に記載の検査機械。 
【請求項１０】 
前記出力移送シリンダ（１７）の下流に、欠陥シートをマーキングするた

めに設置されたマーキングユニット（１９，２０）を更に含む、請求項１か
ら９のいずれか１に記載の検査機械。 



【請求項１１】 
前記第一、第二および第三線形カメラ（６，９，１４）の各々は、検査を

受ける印刷されたシートの継続的線形画像を撮り、かつ関連する前記第一、
第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）上のシート運搬と同期する、
請求項１から１０のいずれか１に記載の検査機械。 
【請求項１２】 
各前記第一、第二および第三検査シリンダは関連する線形カメラの同期運

動のためのエンコーダを含む、請求項１１に記載の検査機械。 
【請求項１３】 
有価証券、紙幣、銀行券、パスポート、およびその他の同様書類等印刷さ

れたシート（sheet)形態の印刷物の検査方法であって、 
－ 印刷された継続シートを、検査のために、第一線形カメラにより透明

陽画による第一検査を実行する第一検査ユニットへ供給器から移送し、印刷
されたシートを第一検査シリンダ（４）により第一検査ユニットへ運搬し、
－ 第一線形カメラによる第一検査終了後に、印刷されたシートを第二検

査ユニットへ移送し、印刷されたシートの第一側の第二検査を第二線形カメ
ラにより実行し、印刷されたシートを第二検査シリンダ（７）により第二検
査ユニットへ運搬し、 
－ 第二線形カメラによる第二検査終了後に、印刷されたシートを第三検

査ユニットへ移送し、印刷されたシートの第二側の第三検査を第三線形カメ
ラにより実行し、印刷されたシートを第三検査シリンダ（１２）により第三
検査ユニットへ運搬し、 
－ 第三線形カメラによる第三検査終了後に、印刷されたシートをマーキ

ングユニットへ移送し、かつ検査の一つの結果が欠陥を示す場合に欠陥をマ
ーキングし、かつ 
－ マーキング実行後に、印刷されたシートを配送ユニットへ運搬し、か

つ印刷されたシートが欠陥としてマーキングされているか否かにより配送パ
イルを分類し、印刷されたシートの第一検査ユニットから第二検査ユニッ
ト、および第二検査ユニットから第三検査ユニットへの移送を、第一検査シ
リンダ（４）から第二検査シリンダ（７）へ、かつ第二検査シリンダ（７）
から第三検査シリンダ（１２）へ、それぞれ直接行う、各工程を含む検査方
法。 
【請求項１４】 
前記第二検査および／または第三検査は印刷されたシート上の可視特徴お

よび／または不可視特徴の検査を含む、請求項１３に記載の検査方法。 
【請求項１５】 
各前記検査シリンダの直径は最小運搬および検査時間のために最小であ

る、請求項１３または１４に記載の検査方法。 
【請求項１６】 
印刷されたシートを検査シリンダへ移送する入力位置と印刷されたシート

を検査シリンダから取り出して移送する出力位置との間で各検査シリンダ上
の印刷されたシートの運搬長が所定シート長として最適になるように、第
一、第二、および第三検査シリンダを配置する工程を含む、請求項１３から
１５のいずれか１に記載の検査方法。 
【請求項１７】 
前記検査シリンダ上の印刷されたシートの運搬長は検査される印刷された

シートの長さよりも僅かに長くなるように選択される、請求項１６に記載の
検査方法。 
【請求項１８】 
前記第一、第二、および第三検査は、検査中の印刷されたシートの継続的

線形画像を撮る線形カメラと、関連する検査シリンダ上のシート運搬との同
期運動を含む、請求項１３から１７のいずれか１に記載の検査方法。」 



第６ 当審の判断１（無効理由２について） 
無効理由１の検討に先立ち、無効理由２について検討する。無効理由２の

検討に当たっては、訂正特許請求の範囲の請求項１～１８の記載により特定
される発明を、便宜上、それぞれ訂正発明１～１８と称する。

１．請求人の主張 
請求人は、無効理由２につき、概ね次のように主張している。 

（ア）審判請求書第２８頁 
検査が完了したときのみシートをシリンダから取り出すことは訂正発明１

及び訂正発明１３の重要な特徴である。 
（イ）審判請求書第２８～２９頁 
訂正特許明細書段落【００２１】には、「入力位置と出力位置間において

検査シリンダ上の印刷されたシートの運搬長は、検査される印刷されたシー
トの長さよりも僅かに長くなるように選択される。」と記載されているが、
願書に添付した図面（以下、「特許図面」という。）の図１に示すように、
特に、第２検査装置１０及び第三検査装置１６は、シリンダ上で出力位置に
近い位置にあるので、これらにより検査が完了する前に、シートの次のシリ
ンダへの引き取りが開始されてしまう。カメラが線形カメラである場合に
は、線形カメラからシートの出力位置までの距離はシートの長さ以上なけれ
ばならない。シート運搬長がシートの長さよりも僅かに長いだけでは、シー
トを検査シリンダから取り出す前に検査を完了することができない。 
（ウ）口頭審理陳述要領書第１８頁 
また、特許図面の図１では、第一カメラ６、第二カメラ９及び第三カメラ

１４が向いている検査リンダ上の位置は、シートの入力位置は角度にしてそ
れぞれ約４０度、約５３度、約６５度離れているから、第一カメラ６、第二
カメラ９及び第三カメラ１４も、シートの入力位置直後を撮像するように配
置されていない。 
（エ）審判請求書第２９頁 
したがって、訂正発明１及びそれに従属する訂正発明２～１２並びに訂正

発明１３及びそれに従属する訂正発明１４～１８は、訂正特許明細書の発明
の詳細な説明に記載したものではない。 

２．訂正特許明細書の記載事項 
訂正特許明細書には、次の事項が記載されている。 

記載事項Ａ： 
「本発明の課題は、既知検査機械および方法を改良することにある。 
特に、本発明の課題は、印刷されたシートの検査を実行するために必要な運
搬および検査時間を最適化することにある。 
本発明の他の課題は、コンパクト形態の検査機械の構築を可能にすることに
ある。 
更に、本発明の課題は、簡単かつ信頼性のある検査機械および方法を提供す
ることにある。」（段落【０００６】～【０００９】） 

記載事項Ｂ： 
「第二検査ユニットは、シート上のＩＲ、ＵＶ、磁気特徴等の不可視特徴の
存在を検査(inspection)かつ調査もしくは照合（check)するために、図１に
参照番号１０および１１で示された第二検査装置を更に含む。これらの装置
は、付加的検査をするために、適宜ランプ（ＵＶ）および検出器（ＩＲ、磁
気）を含む。」（段落【００１６】） 

記載事項Ｃ： 
「第三検査ユニットは、第二検査ユニットと同様に、シート上のＩＲ、Ｕ
Ｖ、磁気特徴等の不可視特徴の存在を検査(inspection)かつ調査もしくは照
合（check)するために、図１に参照番号１５および１６で示された第三検査



装置を更に含む。従って、これらの付加的装置は、付加的検査をするため
に、適宜ランプ（ＵＶ）および検出器（ＩＲ、磁気）を含む。」（段落【０
０１８】） 

記載事項Ｄ： 
「好適には、使用されるカメラは、検査されるシートの継続線形画像を撮影
する線形ＣＣＤカメラである。従って、検査されるシート全体の適正画像を
撮るためには、カメラは、シリンダ４，７，１２のエンコーダを介してそれ
らのシリンダ上に運搬されるシートと同期する。各シリンダ４，７，１２の
エンコーダリーディングとカメラ画像撮影間の完全一致のために、シート
は、次の検査シリンダへ移送される前に、完全に検査されなければならな
い。各シリンダの相対的位置は、移送前の完全検査のかかる条件が維持され
るように、する必要がある。この場合、シートは適正に検査され、かつ一つ
のシリンダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与え
ない。」（段落【００２０】） 

記載事項Ｅ： 
「好適には、移送シリンダおよび検査シリンダ３，４，７，１２，１７は図
１に示されたようにジグザグ状態に配置される。即ち、印刷されたシートを
検査シリンダへ移送する入力位置（即ち供給場所）と印刷されたシートを検
査シリンダから取り出して移送する出力位置（即ち採取場所）との間での各
検査シリンダ上の印刷されたシートの運搬長が所定シート長として最適にな
るようにジグザグ形態に配置される。特に、入力位置と出力位置間において
検査シリンダ上の印刷されたシートの運搬長は、検査される印刷されたシー
トの長さよりも僅かに長くなるように選択される。理解されるように、この
形態は検査ユニットを通るシートの全運搬通路を最小限まで縮小し、それに
よりシートの運搬および検査時間の短縮を可能にする。実際に、図１の機械
の図示形態により、第一検査シリンダ４上の入力位置と第三検査シリンダ１
２の出力位置間の運搬長は検査されたシートの長さの三倍よりも僅かに大き
い。最小寸法のシリンダを組み合わせても、非常にコンパクトな形態の機械
構成を可能にする。」（段落【００２１】） 

記載事項Ｆ： 
「好適には、移送および検査シリンダは単一セットのグリッパを担持し、従
って各シリンダは一回に一枚のシートを運搬するように構成され、かつシリ
ンダの直径は、検査終了後にのみ所定の移送条件を維持しながら短時間運搬
および検査のために最小にされる。」（段落【００２３】） 

記載事項Ｇ： 
「【図１】本発明による検査機械の一形態を示す。」（【図面の簡単な説
明】） 

３．訂正発明１について
請求人が訂正発明１の重要な特徴であるとする「検査が完了したときのみ

シートをシリンダから取り出すこと」に関連し、上記記載事項Ａの「本発明
の課題は、簡単かつ信頼性のある検査機械および方法を提供すること」、記
載事項Ｄの「各シリンダの相対的位置は、移送前の完全検査のかかる条件が
維持されるように、する必要がある。この場合、シートは適正に検査され、
かつ一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影
響を与えない。」の各記載を特に参照すれば、訂正発明１は、「簡単かつ信
頼性のある検査機械」「を提供」し、「シートは適正に検査され、かつ一つ
のシリンダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与え
ない」ことを技術課題の一つとして含むものである。 
また、訂正特許明細書の発明の詳細な説明には、「シートは、次の検査シ



リンダへ移送される前に、完全に検査され」、「各シリンダの相対的位置
は、移送前の完全検査のかかる条件が維持されるように、する」ことによ
り、当該技術課題が解決できることが示されている（記載事項Ｄ）。 
一方、訂正特許請求の範囲の請求項１の記載に接した当業者であれば、訂

正発明１の「検査機械」が、「第一シート検査ユニット、第二シート検査ユ
ニット、第三シート検査ユニット、前記入力移送シリンダ（３）、および前
記出力移送シリンダ（１７）は、印刷されたシートの検査が第一シート検査
ユニット、第二シート検査ユニット、または第三シート検査ユニットにより
完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一、第二または第三検査
シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている」ことによ
り、「シートは適正に検査され、かつ一つのシリンダから他のシリンダへの
移送動作は検査動作それ自体に影響を与えない」ことを、請求項１の記載か
ら読み取ることができるものである。 
そして、訂正特許請求の範囲の請求項１に記載の「第一シート検査ユニッ

ト、第二シート検査ユニット、第三シート検査ユニット、前記入力移送シリ
ンダ（３）、および前記出力移送シリンダ（１７）は、印刷されたシートの
検査が第一シート検査ユニット、第二シート検査ユニット、または第三シー
ト検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第
一、第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成
されている」ことは、上記記載事項Ｄの「シートは、次の検査シリンダへ移
送される前に、完全に検査され」、「各シリンダの相対的位置は、移送前の
完全検査のかかる条件が維持されるように、する」ことに実質的に対応する
ものである。 
してみると、訂正特許請求の範囲の請求項１に記載された「第一シート検

査ユニット、第二シート検査ユニット、第三シート検査ユニット、前記入力
移送シリンダ（３）、および前記出力移送シリンダ（１７）は、印刷された
シートの検査が第一シート検査ユニット、第二シート検査ユニット、または
第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシー
トを第一、第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すよう
に構成されている」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、
かつ、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認
識できるように記載された範囲を超えるものではない。 

続いて、請求人の上記主張（イ）～（ウ）についても言及する。 
一般に、願書に添付される図面は、設計図面に要求されるような正確性を

もって描かれているとは限らないものであることを踏まえれば、特許図面の
図１も、「本発明による検査機械の一形態」（記載事項Ｇ）が概略的に示さ
れているものと解することができる。 
そして、訂正特許請求の範囲及び訂正特許明細書に、各検査シリンダにお

ける線形ＣＣＤカメラ（６，９，１４）、第２検査装置（１０，１１）及び
第３検査装置（１５，１６）の配置位置を厳密に特定するための数値等を用
いた具体的記載がなくても、特許図面のみならず、訂正特許明細書の上記記
載事項Ｄ～Ｆの各記載内容も総合して併せみれば、各検査シリンダ（４，
７，１２）に対し、線形ＣＣＤカメラ（６，９，１４）、第２検査装置（１
０，１１）及び第３検査装置（１５，１６）を配置するに当たり、各カメラ
及び各検査装置を「シートは、次の検査シリンダへ移送される前に、完全に
検査されなければならない」（記載事項Ｄ）という条件を満たす範囲で入力
位置と出力位置の間の適宜位置に配置すれば良いことは、当業者であれば普
通に理解できるところである。 
してみると、各検査シリンダの入力位置及び出力位置と、各カメラ（６，

９，１４）、第２検査装置（１０，１１）及び第３検査装置（１５，１６）
の各配置位置とに関し、それぞれの位置の間の離間距離ないし離間角度等
を、概略図である特許図面の図１上において実測し、仮に、それらの実測値
が「シートを検査シリンダから取り出す前に検査を完了することができな



い」値であったとしても、このこともって、訂正発明１が「シートを検査シ
リンダから取り出す前に検査を完了することができない」発明であるとも、
発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識でき
るように記載された範囲を超えるものであるともいえない。 
よって、請求人の主張は採用できない。 

以上のとおり、訂正発明１は、訂正特許明細書の発明の詳細な説明に記載
した発明であり、訂正発明１に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に
規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではないから、
訂正発明１に係る特許についての無効理由２には理由がない。 

４．訂正発明２～１２について 
訂正発明２～１２は、訂正発明１の発明特定事項をすべて含み、さらに、

他の発明特定事項を付加したものに相当する発明である。 
そして、訂正発明２～１２において付加された各発明特定事項は、それぞ

れ訂正特許明細書に記載された事項であり、しかも、これら各発明特定事項
を訂正発明１に付加することにより、訂正特許請求の範囲の請求項２～１２
の記載が、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載さ
れた範囲を超えるものとなるものでもない。 
よって、訂正発明２～１２は、訂正発明１について示した理由と同様の理

由により、訂正特許明細書の発明の詳細な説明に記載した発明であり、訂正
発明２～１２に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を
満たしていない特許出願に対してされたものではないから、訂正発明２～１
２に係る特許についての無効理由２には理由がない。 

５．訂正発明１３について 
請求人が訂正発明１３の重要な特徴であるとする「検査が完了したときの

みシートをシリンダから取り出すこと」に関連し、上記記載事項Ａ及び記載
事項Ｄの各記載を特に参照すれば、訂正発明１３も、「簡単かつ信頼性のあ
る検査機械および方法を提供」し、「シートは適正に検査され、かつ一つの
シリンダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与えな
い」ことを技術課題の一つとして含むものであり、また、訂正特許明細書の
発明の詳細な説明には、「シートは、次の検査シリンダへ移送される前に、
完全に検査され」、「各シリンダの相対的位置は、移送前の完全検査のかか
る条件が維持されるように、する」ことにより、当該技術課題が解決できる
ことが示されている（記載事項Ｄ）。 
一方、請求項１３の記載に接した当業者であれば、訂正発明１３の「検査

方法」が、「第一線形カメラによる第一検査終了後に、印刷されたシートを
第二検査ユニットへ移送し」、「第二線形カメラによる第二検査終了後に、
印刷されたシートを第三検査ユニットへ移送し」、「第三線形カメラによる
第三検査終了後に、印刷されたシートをマーキングユニットへ移送し」及び
「印刷されたシートの第一検査ユニットから第二検査ユニット、および第二
検査ユニットから第三検査ユニットへの移送を、第一検査シリンダ（４）か
ら第二検査シリンダ（７）へ、かつ第二検査シリンダ（７）から第三検査シ
リンダ（１２）へ、それぞれ直接行う」という発明特定事項を具備すること
により、少なくとも第一線形カメラ、第二線形カメラ及び第三線形カメラを
用いた検査について、「シートは適正に検査され、かつ一つのシリンダから
他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与えない」という技
術課題が解決できることを、請求項１３の記載から読み取ることができるも
のである。 
そして、訂正特許請求の範囲の請求項１３に記載された「第一線形カメラ

による第一検査終了後に、印刷されたシートを第二検査ユニットへ移送
し」、「第二線形カメラによる第二検査終了後に、印刷されたシートを第三
検査ユニットへ移送し」、「第三線形カメラによる第三検査終了後に、印刷



されたシートをマーキングユニットへ移送し」及び「印刷されたシートの第
一検査ユニットから第二検査ユニット、および第二検査ユニットから第三検
査ユニットへの移送を、第一検査シリンダ（４）から第二検査シリンダ
（７）へ、かつ第二検査シリンダ（７）から第三検査シリンダ（１２）へ、
それぞれ直接行う」という事項は、上記記載事項Ｄの「シートは、次の検査
シリンダへ移送される前に、完全に検査され」、「各シリンダの相対的位置
は、移送前の完全検査のかかる条件が維持されるように、する」ことに実質
的に対応するものである。 
してみると、訂正特許請求の範囲の請求項１３に記載された「第一線形カ

メラによる第一検査終了後に、印刷されたシートを第二検査ユニットへ移送
し」、「第二線形カメラによる第二検査終了後に、印刷されたシートを第三
検査ユニットへ移送し」、「第三線形カメラによる第三検査終了後に、印刷
されたシートをマーキングユニットへ移送し」、「印刷されたシートの第一
検査ユニットから第二検査ユニット、および第二検査ユニットから第三検査
ユニットへの移送を、第一検査シリンダ（４）から第二検査シリンダ（７）
へ、かつ第二検査シリンダ（７）から第三検査シリンダ（１２）へ、それぞ
れ直接行う」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、かつ、
発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識でき
るように記載された範囲を超えるものではない。 
また、訂正発明１３についての請求人の上記主張（イ）～（ウ）も、上記

「３．訂正発明１について」において言及した理由と同様の理由により採用
できない。
したがって、訂正発明１３は、訂正特許明細書の発明の詳細な説明に記載

した発明であり、訂正発明１３に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号
に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではないか
ら、訂正発明１３に係る特許についての無効理由２には理由がない 

６．訂正発明１４～１８について 
訂正発明１４～１８は、訂正発明１３の発明特定事項をすべて含み、さら

に、他の発明特定事項を付加したものに相当する発明である。 
そして、訂正発明１４～１８において付加された各発明特定事項は、それ

ぞれ訂正特許明細書に記載された事項であり、しかも、これら各発明特定事
項を訂正発明１３に付加することにより、訂正特許請求の範囲の請求項１４
～１８の記載が、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように
記載された範囲を超えるものとなるものでもない。 
よって、訂正発明１４～１８は、訂正発明１３について示した理由と同様

の理由により、訂正特許明細書の発明の詳細な説明に記載した発明であり、
訂正発明１４～１８に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する
要件を満たしていない特許出願に対してされたものではないから、訂正発明
１４～１８に係る特許についての無効理由２には理由がない。 

第７ 当審の判断２（無効理由１について） 
１．訂正特許発明
上記「第６」で検討したとおり、訂正特許請求の範囲の請求項１～１８の

記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たすものであるか
ら、上記「第５」に示した訂正特許請求の範囲の請求項１～１８に記載され
た事項により特定されるとおりの各発明を、それぞれ訂正特許発明１～１８
と認め、以下、無効理由１について検討する。

２．甲各号証の記載内容と甲各号証に記載された発明
（１）甲第１号証 
本件特許出願の優先権主張日（以下、「本件優先日」という。）前に頒布

された刊行物である甲第１号証（特開２０００－８５０９５号公報）には図



面と共に次の事項が記載されている。 

甲１ア：「シートを保持し周面へ巻き付けながら搬送する第１検査胴と、該
第１検査胴の周面に対向して設けられ同第１検査胴により搬送されるシート
を検査する第１検査装置と、前記第１検査胴に対接して設けられ同第１検査
胴から受け取った前記シートを周面に巻き付けながら搬送する第２検査胴
と、該第２検査胴の周面に対向して設けられ同第２検査胴により搬送される
シートを検査する第２検査装置とを備えた検査部と、 
前記検査部により検査されたシートに対して印刷を行う印刷部と、を備えた
検査輪転印刷機」（【請求項１】） 

甲１イ：「有価証券等の印刷においては、絵柄を印刷した上へさらに印章や
番号を追加して印刷することが行われ、この種の印刷物は、絵柄用の印刷機
でシートに絵柄を印刷し、その後検査輪転印刷機にて絵柄印刷の良否を検査
して合格したシートに対して印章や番号を印刷するようにして、管理上の混
乱や不良品の発生を避けるようにしている。」（段落【０００２】） 

甲１ウ：「本実施例は絵柄が印刷されたシートに連続番号と印章を追刷する
検査輪転印刷機を例示しており、給紙部１には、絵柄が複数個印刷された多
数のシート５を積載する紙積台６が設けられている。そして、紙積台６上の
シート５を図示しないサッカ装置で一枚づつ吸引してフィーダボード７上へ
送り出し、スイング装置８により渡し胴９を介して検査部２に給紙するよう
になっている。 
前記検査部２は、シート５を保持し周面へ巻き付けながら搬送する第１検

査胴１０と、該第１検査胴１０の周面に対向して設けられ同第１検査胴１０
により搬送されるシート５を検査する第１検査装置としての表面検査用カメ
ラ１１と、前記第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０から受
け取った前記シート５を周面に巻き付けながら搬送する第２検査胴１２と、
該第２検査胴１２の周面に対向して設けられ同第２検査胴１２により搬送さ
れるシート５を検査する第２検査装置としての裏面検査用カメラ１３とを備
える。 
前記印刷部３は、前記第２検査胴１２に対接して設けられ同第２検査胴１

２から受け取ったシート５を周面に巻き付けながら搬送する第１圧胴１４
と、該第１圧胴１４により搬送される前記シート５に対して印章を印刷する
印章胴１５と、・・・を備えている」（段落【００１６】～【００１
８】） 

甲１エ：「このように構成されるため、給紙部１から検査部２に送られたシ
ート５は、先ず第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査さ
れた後、第２検査胴１２に受け渡され、ここで裏面検査用カメラ１３により
裏面を検査される。 
次に、シート５は、第２検査胴１２から直接印刷部３の第１圧胴１４へ受

け渡され、」（段落【００２５】～【００２６】） 

甲１オ：「前記第１圧胴１４と第２圧胴１９及び第１検査胴１０と第２検査
胴１２の直径は、前記第１～第４番号胴１６，１７，２０，２１の直径の２
倍になっているので、シート５が裏面検査用カメラ１３で検査される位置を
通過し、印章胴１５で印刷される位置までの間で印刷の良否が確実に判断さ
れ、装置の誤作動が防止される。」（段落【００３４】） 

甲１カ：甲１エの「表面検査用カメラ１１により表面を検査された
後、・・・裏面検査用カメラ１３により裏面を検査される。」、甲１オの
「印章胴１５で印刷される位置までの間で印刷の良否が確実に判断され」の
各記載によれば、甲１アの「輪転印刷機」が、表面検査用カメラ１１及び裏



面検査用カメラ１３による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手
段を備えていることは明らかである。 

甲１キ：甲１ウの「本実施例は絵柄が印刷されたシートに連続番号と印章を
追刷する検査輪転印刷機を例示しており、給紙部１には、絵柄が複数個印刷
された多数のシート５を積載する紙積台６が設けられている。そして、紙積
台６上のシート５を図示しないサッカ装置で一枚づつ吸引してフィーダボー
ド７上へ送り出し、スイング装置８により渡し胴９を介して検査部２に給紙
するようになっている。」の記載及び図１における渡し胴９及び第１検査胴
１０の配置からみて、検査輪転印刷機は、給紙部１を有し、シート５を第１
検査胴１０へ連続的に運ぶための渡し胴９を備えているといえる。 

甲１ク：甲１ウの「第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０か
ら受け取った前記シート５を周面に巻き付けながら搬送する第２検査胴１
２」、「第２検査胴１２に対接して設けられ同第２検査胴１２から受け取っ
たシート５を周面に巻き付けながら搬送する第１圧胴１４」の各記載及び図
１における渡し胴９及び第１検査胴１０を含む各胴の配置を参照すれば、渡
し胴９、第１検査胴１０、第２検査胴１２及び第１圧胴１４は、相互に対し
て対接して設けられているものといえる。 

以上によれば、甲第１号証には、次の発明（以下、「甲１発明」とい
う。）が記載されている。 
「有価証券等の絵柄が印刷されたシート５の検査輪転印刷機であって、 
給紙部１を有し、 
前記シート５を搬送する第１検査胴１０、該第１検査胴１０により搬送さ

れる前記シート５を検査する表面検査用カメラ１１、前記第１検査胴１０に
対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取った前記シート５を搬送する
第２検査胴１２、該第２検査胴１２により搬送される前記シート５を検査す
る裏面検査用カメラ１３、及び表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ
１３による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手段、 
前記シート５を第１検査胴１０へ連続的に運ぶための渡し胴９、ならびに
第２検査胴１２から受け取った前記シート５を搬送する第１圧胴１４を備

え、 
前記渡し胴９、第１検査胴１０、第２検査胴１２、及び第１圧胴１４は、

相互に対し対接して設けられ、印刷されたシートは渡し胴９から第１検査胴
１０に送られ、第２検査胴１２に受け渡され、第１圧胴１４へ受け渡され、
かつ 
前記シート５は、第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査
された後、第２検査胴１２に受け渡される、検査輪転印刷機。」 

（２）甲第２号証 
本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２号証（特表２００１－５０

９７４６号公報）には図面と共に次の事項が記載されている。 

甲２ア：「１．ほぼ撮像装置（３４，３６）とシート（１）を搬送する少な
くとも１つのドラム（１７，１８）とから成る、処理されたシート（１）を
質的に評価するための装置であって、前記ドラムが、シート（１）の始端を
つかむ第１の保持装置（２７）を備えている形式のものにおいて、前記ドラ
ム（１７，１８）に、シート（１）の終端をつかむ少なくとも１つの第２の
保持装置（２８）が設けられていて、該保持装置が、シート（１）の検査前
に、シート（１）を緊張する運動を実施するように配置されていることを特
徴とする、処理されたシートを質的に評価するための装置。」（第２頁第２
～９行） 



甲２イ：「シート処理機械機には、処理されたシート１を質的に評価するた
めの装置が組み込まれている。図示の実施例では装置として、枚葉紙の表面
及び裏面を印刷する枚葉紙輪転印刷機が使用される。簡略化の理由から、排
紙装置８のパイル４，６，７に枚葉紙１を積置きするまでの印刷ユニット後
方の枚葉紙搬送装置のみを図示している。 
処理されたシートとは、例えば印刷されたシート、エンボシングされたシ

ート又は別の形式で所定の模様を備えたシートのことである。」（第６頁第
１～７行） 

甲２ウ：「両ドラム１７，１８のそれぞれには固有の検査装置が配属されて
いる。検査装置はほぼ、照明装置３２，３３と、撮像装置３４，３６とから
構成されている。実施例では、照明装置３２，３３として多数のストロボス
コープフラッシュ３７が設けられていて、このストロボスコープフラッシュ
３７は、検査すべき枚葉紙を一様に照明するように配置されている。即ち、
ストロボスコープフラッシュ３７の光流出面の間隔及び角度は、ドラム１
７，１８の周面に対して及び撮像装置３４，３６の対物レンズに対して適合
可能である。 
各撮像装置３４，３６は、少なくとも１つのＣＣＤ・エリアカメラ

（Flaechenkamera）、有利にはドラム１７，１８の軸方向で並べて配置され
た２つのＣＣＤ・エリアカメラ３４，３６から構成されている。検査すべき
各枚葉紙のうち、有利には各四分円区分に相応する４つの個々の像が撮影さ
れかつＣＣＤ・エリアカメラ３４，３６の下流側に配置された分析装置にお
いて再度重畳されて全体像が形成される。次いでこの全体像は、例えばドイ
ツ国特許公開第４２０６３６６号明細書から公知の方法に相応して分析され
る。４つの個々の像を撮影するために、両ＣＣＤ・エリアカメラ３４，３６
のそれぞれによって、検査すべき枚葉紙１毎連続する２つの像が撮影され
る。 
単一のＣＣＤ・エリアカメラによって枚葉紙の単一の像を撮影することも

できる。」（第７頁第１８行～第８頁第７行） 

甲２エ：「本発明による装置の作用形式は次の通りである。 
第１のチェーン搬送装置９のチェーングリッパ装置１２は、圧胴（図示せ

ず）から印刷された枚葉紙を受け取る。枚葉紙の表面２及び裏面３の検査
は、印刷後初めて、つまり完全に処理した後で初めて行われる、即ち、シー
ト処理機械における排紙前の最後の作業過程として行われる。チェーングリ
ッパ装置１２は、枚葉紙１をまず水平方向で、次いで垂直方向で、パイル
４，６，７の上方に配置された第２のチェーン搬送装置１４に搬送しかつ枚
葉紙を第１のドラム１７に引き渡す。この場合ドラム１７のグリッパ２７
は、検査すべき枚葉紙の始端をつかむ。ドラム１７のほぼ半回転後に、枚葉
紙１の終端は吸着部材２８の領域に達し、次いでこの吸着部材は吸込み空気
で負荷されかつこのようにして枚葉紙１の終端をつかむ。次いで、吸着部材
２８は、ドラム１７の軸方向並びに周方向で運動を実施しかつこのようにし
て枚葉紙を緊張する。枚葉紙１は、折り目なくドラム１７に載着する。実施
例では枚葉紙の裏面３はドラム１７には面しておらずかつＣＣＤ・エリアカ
メラ３４の方向を向いている。ストロボスコープフラッシュ３７は、初めに
枚葉紙を照明しかつ両ＣＣＤ・エリアカメラ３４は、枚葉紙の先行する半部
から並んで位置する２つの個々の像を撮影する。つまり、枚葉紙１は、最初
の個々の像を撮影する前に緊張される。枚葉紙の半分の長さに相応してドラ
ム１７が回動した後で、枚葉紙の後方の半部から後続の２つの個々の像が撮
影される。枚葉紙の全ての個々の像もしくは全体像を撮影した後で始めて、
枚葉紙は枚葉紙の表面２を検査するために第２のドラム１８に引き渡され
る。第１のドラム１７のグリッパ２７は、枚葉紙１の始端を第２のドラム１
８のグリッパ２７に引き渡す。従って、枚葉紙は第２のドラム１８によって
搬送されかつ第１のドラム１７上で外向きに位置する枚葉紙の裏面３は内向



きに第２のドラム１８の周面３１に載着し、これにより今や枚葉紙の表面２
は外向きに位置する。第１のドラム１７及び第２のドラム１８の吸着部材２
８が引渡し領域（即ち、両ドラム１７，１８の共通のセンタの領域）に達す
ると、第１のドラム１７の吸着部材２８の吸込み空気が遮断されかつ第２の
ドラム１８の吸着部材２８が吸込み空気で負荷される。これによって、枚葉
紙の終端は第２のドラム１８の吸着部材２８によってつかまれる。次いで、
第２のドラム１８の吸着部材２８は、第２のドラム１８の周方向及び軸方向
で移動する。この場合、吸着部材２８によって枚葉紙の終端で生ぜしめられ
る吸込み力は、枚葉紙が緊張されるが、枚葉紙の引裂き強さを越える前に枚
葉紙が吸着部材２８に沿って滑り始めるように、設定されている。 
枚葉紙１が第２のドラム１８上で完全に緊張された後で初めて、枚葉紙の

表面２の先行する半部の個々の像が撮影される。次いで、枚葉紙の後方半部
の２つの個々の像も検出される。この場合にも、枚葉紙の全体像が完全に検
出された後で初めて、枚葉紙の始端が第３のチェーン搬送装置１９のチェー
ングリッパ装置２１に引き渡される。」（第８頁第１３行～第９頁下から６
行） 

以上によれば、甲第２号証には、次の発明（以下、「甲２発明」とい
う。）が記載されている。 
「印刷された枚葉紙１を搬送するドラム１７と、ドラム１７に載着する枚葉
紙１の像を撮影する照明装置３２とＣＣＤ・エリアカメラ３４とから構成さ
れる検査装置と、 
印刷された枚葉紙１を搬送するドラム１８と、ドラム１８に載着する枚葉

紙１の像を撮影する照明装置３３とＣＣＤ・エリアカメラ３６とから構成さ
れる検査装置と、 
から成る印刷された枚葉紙１を質的に評価するための装置であって、 
ドラム１７に載着する枚葉紙１の全ての個々の像もしくは全体像を撮影し

た後で始めて、枚葉紙１は枚葉紙１の表面２を検査するために第２のドラム
１８に引き渡され、ドラム１８に載着する枚葉紙１の全体像が完全に検出さ
れた後で初めて、枚葉紙１の始端が第３のチェーン搬送装置１９のチェーン
グリッパ装置２１に引き渡される、印刷された枚葉紙１を質的に評価するた
めの装置。」 

（３）甲第３号証 
本件優先日前に頒布された刊行物である甲第３号証（特表２００３－５３

２５６３号公報）には図面と共に次の事項が記載されている。 

甲３ア：「本発明は両面に印刷された用紙、特に有価用紙のシートを処理す
るための装置であって、連続的にシートを供給する供給機器と、移送手段
と、上記シートを処理するための手段と、少なくとも二つの別個のスタック
に分別するための手段とを具備する装置に関し、且つ、この装置を操作する
方法に関する。」（段落【０００１】） 

甲３イ：「本発明の装置は、印刷品質を検査するための手段と、通し番号お
よび／または付加的な要素を印刷するための手段と、番号を検査するためお
よび／または付加的な要素を印刷するための手段と、品質検査手段の一つに
よって基準を満たしていないとみなされたシートにマークを付けるための手
段とを具備することを特徴とする。 
この装置は、品質検査の作業、通し番号および／または付加的要素を印刷す
る作業、この印刷の品質を検査する作業、基準を満たしていないとみなされ
たシートにマークを付け且つシートを適切なスタックに案内する作業を、単
一の通路で実行することを可能にするという利点を有する。」（段落【００
０７】～【０００８】） 



甲３ウ：「まず、図１に示した機器は、銀行券等の有価用紙のような用紙の
印刷済みシートＳ用を供給するための供給機器１を具備する。これらシート
Ｓは供給ローラ２を介して移送ドラム３に侵入し、矢印Ｆ１の方向に回転駆
動される第一ドラム４に巻き込まれる。第一ドラム４には、シートの前端部
を把持するためのグリッパが設けられる。第一ドラム４には、様々な品質検
査を実行することができるように穴が開けられている。これは、把持された
シートの表面を第一ドラム４の内側から調べることができることが必要であ
ることによる。ドラム４内の第一の位置には透過によって検査することがで
きるカメラ５が設けられ、ドラム４の外部には、カメラ５と対面し且つシー
トに対してカメラ５の反対側においてシートを照らす照明機器６が設けられ
る。その後、シートは矢印Ｆ１の方向に移動し続け、機器８に照らされる反
射式光電子検査機器７と対面する。シートは吸引機器９によって規則正しい
配置に保持される。本ケースでは、第一ドラム４が品質検査機器７を通って
回転しているときに列ずつ品質検査が行われる。その後、シートがドラム４
とドラム１０との接触地点に到達すると、シートは把持機器によってドラム
１０へ移り、別の反射式光電子検査機器７’を通過する。このとき、シート
は照明機器８’によって照らされ、上述したように列ずつ品質検査が行わ
れ、シートは吸引機器９’によって規則正しく保持される。むろん、ドラム
１０’は矢印Ｆ１の回転方向とは反対向きの矢印Ｆ２の方向へ回転し、これ
により、ドラム４からドラム１０へシートが移るとき、ドラム１０の内側を
向いているシートの側を変更することができる。ドラム１０の構成はドラム
４の構成に非常に類似している。その後、シートは、一連の移送ローラ１１
と、番号付けを行うためおよびアルファベット要素を添付するための二つの
要素１３および１４が作用する印刷ローラ１２とを通過する。各印刷要素１
３および１４には、本発明の一部を形成しないインク充填組立体によりイン
クが充填される。ローラ１３および１４には、このタイプの装置には通常存
在するクリーニング機器が設けられる。」（段落【００２３】） 

甲３エ：「シートに番号付けが行われた後、シートは番号付けの印刷品質を
検査するための光電子機器１７を通過する。次いで、シートＳはチェーン式
移送機器１８に巻き上げられ、そしてマーク機器１９を通過する。この機器
１９は、反射または透過による印刷の品質検査の間に、または番号の印刷品
質を検査するための機器によって欠陥があるとみなされたシートの上方部分
にマークを付ける。機器２０は、基準を満たしていないとみなされたシート
に機器１９によって実際にマークが付けられているが否かを検出し、その
後、シートは蓄積機器に向かう。蓄積機器は、良好であるとみなされたシー
ト用の第一スタック２１と、スクラップであるとみなされたシート用の第二
スタック２２とを有し、さらに、良好であるとみなされたシートを保持する
か、または処理中の装置の突然の停止や故障の後の、検査または番号付けの
されていないシートを保持する第三スタック２３を有してもよい。なお、検
査または番号付けのされていないシートはもう一度装置を通さなければなら
ない。」（段落【００２６】） 

甲３オ：「図１において説明した装置は、最も完全な形態であり、シートの
スタックＳから、反射または透過によって印刷品質の検査を行い、その後、
例えば組立体１５を用いて補足的な印刷を行い、サインまたは日付の添付を
行い、またはその両方を行い、そして番号付けを行い、その後、印刷品質を
検査し、欠陥のあるシート上にマークを付ける機器を介して移送し、そし
て、基準を満たしているシートを基準を満たしていないシートから、および
付加的に処理の行われていないシート、すなわち検査または番号付けの行わ
れていないシートから分別するための蓄積機器に移送する。」（段落【００
３１】） 

以上によれば、甲第３号証には、次の発明（以下、「甲３発明」とい



う。）が記載されている。 
「銀行券等の有価用紙のような用紙の印刷済みシートを処理するための装置
を操作する方法であって、 
連続的に前記シートを供給する供給機器１を具備し、前記シートは供給ロ

ーラ２を介して移送ドラム３に侵入し、矢印Ｆ１の方向に回転駆動されるド
ラム４に巻き込まれ、 
ドラム４内の第一の位置には透過によって検査することができるカメラ５

が設けられ、ドラム４の外部には、カメラ５と対面し且つ前記シートに対し
てカメラ５の反対側において前記シートを照らす照明機器６が設けられ、前
記シートは移動し続け、機器８に照らされる反射式光電子検査機器７と対面
し、第一ドラム４が品質検査機器７を通って回転しているときに品質検査が
行われ、 
その後、前記シートがドラム４とドラム１０との接触地点に到達すると、

前記シートは把持機器によってドラム１０へ移り、別の反射式光電子検査機
器７’を通過し、前記シートは照明機器８’によって照らされ、品質検査が
行われ、 
次いで、前記シートはチェーン式移送機器１８に巻き上げられ、そしてマ

ーク機器１９を通過し、この機器１９は、反射または透過による印刷の品質
検査の間に欠陥があるとみなされた前記シートにマークを付け、 
その後、前記シートは蓄積機器に向かい、基準を満たしている前記シート

を基準を満たしていない前記シートから分別する方法。」 

（４）甲第４号証 
本件優先日前に頒布された刊行物である甲第４号証（特開平１０－３３７

９３５号公報）には図面と共に次の事項が記載されている。 

甲４ア：「赤外領域では白色光下と異なった分光特性を有する赤外線インキ
を用いて証券印刷製品を印刷することができる印刷機に、印刷され搬送され
る前記証券印刷製品に対して赤外光を照射する赤外線照射手段と、赤外光が
照射された前記証券印刷製品の画像を取り込む画像取込手段とを設けると共
に、前記赤外線インキにより正規に印刷された前記証券印刷製品に赤外光を
照射して得られた画像を予め基準値として記憶した記憶装置と、前記記憶装
置に記憶されている基準値の画像を読み出し、前記画像取込手段により取り
込まれた画像と比較し、一定の許容値内から外れるか否かを判断する判定手
段とを有することを特徴とする赤外線反射吸収インキを用いた印刷物の検査
装置。」（【請求項１】） 

甲４イ：「本発明の一実施例に係る赤外線印刷物検査装置を図１及び図２に
示す。同図に示すように、本実施例は、小型凹版印刷機に複数の密着型ライ
ンセンサ３を配置し、信号処理装置１２、パーソナルコンピュータ１１と接
続して、銀行券等シート１４をオンラインで検査できるように構成したもの
である。即ち、一定速度で回転する圧胴１３には、印刷後の銀行券等シート
１４が密着して搬送されると共にこの銀行券等シート１４には小切れ面（以
下、検査対象と言う）が横に３列に配列されている。 
この銀行券等シート１４の各検査対象の列に対応して、それぞれ、密着型

ラインセンサ３が設けられており、各ラインセンサ３はそれぞれ信号処理装
置１２へ接続している。密着型ラインセンサ３は、前述したように、赤外Ｌ
ＥＤアレイ、結像光学部品、フォトダイオードアレイ、画像信号制御ＩＣで
構成され、検査対象の赤外画像を検出し、時系列に画像の濃淡に比例する信
号を出力する。」（段落【００２０】～【００２１】） 

甲４ウ：「検査の際には、各ラインセンサ３における赤外ＬＥＤの光量を設
定し、印刷の為に銀行券等シート１４を供給し、圧胴１３にて搬送中に印刷
され、そのまま圧胴に密着して搬送されるときに、印刷済の銀行券等シート



１４を各ラインセンサ３にて、各検査対象の画像を取り込む。尚、各ライン
センサ１３による検出は、圧胴上に限らず、印刷後から排紙されるまでの間
における胴上又はチェーングリッパでの搬送中に行なっても良い。」（段落
【００２８】） 

以上によれば、甲第４号証には、次の発明（以下、「甲４発明」とい
う。）が記載されている。 
「検査の際には、各ラインセンサ３における赤外ＬＥＤの光量を設定し、印
刷の為に銀行券等シート１４を供給し、圧胴１３にて搬送中に印刷され、そ
のまま圧胴に密着して搬送されるときに、印刷済の銀行券等シート１４を各
ラインセンサ３にて、各検査対象の画像を取り込む、赤外線印刷物検査装
置。」 

（５）甲第５号証 
本件優先日前に頒布された刊行物である甲第５号証（特開２００１－１０

１４７３号公報）には図面と共に次の事項が記載されている。 

甲５ア：「絵柄を有する紙葉類に光を照射して、該紙葉類から得られる透過
光と反射光の内、少なくとも反射光を受光して前記紙葉類の絵柄を対象とし
て識別する紙葉類識別装置」（段落【０００９】） 

甲５イ：「図１は、本発明に係る紙葉類（以下、「紙幣」を例とする）識別
装置の主要部の構成例をブロック図で示している。図１において、光学セン
サ部１０は、図示しない紙幣搬送路上の所定の位置に、紙葉類１の搬送方向
に直行して多数の検出器を配列したもので、ＬＥＤアレイ、フォトダイオー
ドアレイなどから成るイメージラインセンサで構成される。光学センサ部１
０では、紙幣１が搬送されるのに伴い紙幣上を面状に走査し、紙幣上の各位
置での反射光や透過光など物理量の分布を検出する。」（段落【００１
３】） 

甲５ウ：「図２は、多波長光源を有する透過／反射型ラインセンサ１００の
構成例を示している。ラインセンサ１００は長形状の対向した発光部１１０
及び受発光部１２０で成っており、被識別媒体としての紙幣は、発光部１１
０及び受発光部１２０の間の紙幣通路を搬送されるようになっている。」
（段落【００２０】） 

以上によれば、甲第５号証には、次の発明（以下、「甲５発明」とい
う。）が記載されている。 
「絵柄を有する紙葉類に光を照射して、該紙葉類から得られる透過光と反射
光の内、少なくとも反射光を受光して前記紙葉類の絵柄を対象として識別す
る紙葉類識別装置であって、紙幣は、ラインセンサ１００の発光部１１０及
び受発光部１２０の間の紙幣通路を搬送されるようになっている、紙葉類識
別装置」 

（６）甲第６号証 
本件優先日前に頒布された刊行物である甲第６号証（特開昭６１－１７５

５５２号公報）には図面と共に次の事項が記載されている。 

甲６ア：「シートに光を反射または透過させ、その光量変化を光電検知する
ことにより、シート上或いは内部に存在する欠陥を検出する方法において、
同一欠陥に対して反射型光量変化として得られる電気信号レベル値と、透過
型光量変化として得られる電気信号レベル値とを演算することにより、虫に
起因する欠陥を判別することを特徴とする欠陥シートの検出方法。」（第１
頁左下欄第４～１１行） 



甲６イ：「第２図は、平判シート（１）の両面チェックに本発明の方法を適
用する場合を示す。 
装置は主に供給部（１９）、検出部（２０）、排出部（２１）で構成され

ている。 
供給部は、例えばグリッパーチェーンを用いて平判シートを所定のパスで

移送させる方法や上下に設けられたシート送りコンベアで平判シートを挟み
ながら送る方法などの公知手段も採用できるが、枚葉印刷機のシートバイシ
ート方式のフィーダーを採用することによって高速運転することも可能であ
る。 
本発明の主要部をなす検出部（２０）では、スインググリッパ－付きロー

ル（２２）、第１段検査ロール（２３）、第２段検査ロール（２４）、第３
段検査ロール（２５）が各々の側面を接しながらほぼ水平に配置されてい
る。各検査ロールには、図示されていないが送られてくる平判シートの先端
部をくわえて次工程に送ることができるように、印刷機の圧胴などで使用さ
れるグリッパー装置が設置されている。 
第１段検査ロール（２３）の上方には、シート上面をチェックする反射型

欠陥検出装置（２）が、第２段検査ロール（２４）の下方には、シート下面
をチェックする反射型欠陥検出装置（５）が設けられ、第３段検査ロール
（２５）は透過光で平判シートをチェックするべく、アクリル系樹脂製の透
明または半透明の中空パイプを使用しており、内部に投光器（９）、上方に
受光器（１０）が配没されており透過型欠陥検出装置（８）として作用する
ように構成されている。」（第３頁左下欄第７行～右下欄第１５行） 

甲６ウ：「本発明の方法に係る欠陥検出装置を使用すれば、虫に起因する欠
陥を極めて簡単に且つ精度よく判別できる。従って、処理能力が非常に増加
する上、クレイム発生時に必要とした経費の節減がはかれるとともに、作業
員に掛かっていた手間及び負担が大巾に軽減される。」（第５頁左上欄下か
ら５行～右上欄第１行） 

以上によれば、甲第６号証には、次の発明（以下、「甲６発明」とい
う。）が記載されている。 
「シートに光を反射または透過させ、その光量変化を光電検知することによ
り、シート上或いは内部に存在する欠陥を検出する欠陥検出装置において、
欠陥検出装置は、供給部（１９）、検出部（２０）、排出部（２１）で構成
され、検出部（２０）では、第１段検査ロール（２３）の上方には、シート
上面をチェックする反射型欠陥検出装置（２）が、第２段検査ロール（２
４）の下方には、シート下面をチェックする反射型欠陥検出装置（５）が設
けられ、第３段検査ロール（２５）は透過光で平判シートをチェックするべ
く、アクリル系樹脂製の透明または半透明の中空パイプを使用しており、内
部に投光器（９）、上方に受光器（１０）が配没されており透過型欠陥検出
装置（８）として作用するように構成され、虫に起因する欠陥を判別でき
る、欠陥検出装置。」 

３．訂正特許発明１について 
３－１ 対比 
訂正特許発明１と甲１発明とを対比する。 

（ア）甲１発明の「有価証券等の絵柄が印刷されたシート５」は、文言の意
味、機能又は構造等からみて訂正特許発明１の「有価証券、紙幣、銀行券、
パスポート、およびその他の同様書類等印刷されたシート（sheet)形態の印
刷物」に相当し、以下同様に、「給紙部１」は「シート供給器（１）」に、
「前記シート５」は「印刷されたシート」に、「カメラ１１及び裏面検査用
カメラ１３による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手段」は
「分析装置」に、「渡し胴９」は「入力移送シリンダ（３）」に、それぞれ



相当する。 

（イ）甲１発明において、「シート５は、第１検査胴１０で表面検査用カメ
ラ１１により表面を検査され」るのであるから、甲１発明の「検査輪転印刷
機」は訂正特許発明１の「検査機械」に相当し、また、甲１発明の「有価証
券等の絵柄が印刷されたシート５の検査輪転印刷機」は、訂正特許発明１の
「有価証券、紙幣、銀行券、パスポート、およびその他の同様書類等印刷さ
れたシート（sheet)形態の印刷物用検査機械」に相当する。 

（ウ）甲１発明の「第１検査胴１０」と「表面検査用カメラ１１」とは一の
シート検査ユニットを構成し、同様に、「第２検査胴１２」と「裏面検査用
カメラ１３」とは別のシート検査ユニットを構成しているものといえ、ま
た、甲１発明は、「表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３による
検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手段」を備えていることか
ら、「表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３」は「判断手段」と
通信可能に連結されていることは明らかである。 
さらに、甲１発明の「第１検査胴１０」及び「第２検査胴１２」並びに訂

正特許発明１の「第一検査シリンダ（４）」、「第二検査シリンダ（７）」
及び「第三検査シリンダ（１２）」は、いずれも“検査シリンダ”である点
で共通し、甲１発明の「表面検査用カメラ１１」及び「裏面検査用カメラ１
３」並びに訂正特許発明１の「第一線形カメラ（６）」、「第二線形カメラ
（９）」及び「第三線形カメラ（１４）」はいずれも“カメラ”である点で
共通するものである。 
よって、甲１発明の 

「前記シート５を搬送する第１検査胴１０、該第１検査胴１０により搬送さ
れる前記シート５を検査する表面検査用カメラ１１、前記第１検査胴１０に
対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取った前記シート５を搬送する
第２検査胴１２、該第２検査胴１２により搬送される前記シート５を検査す
る裏面検査用カメラ１３、表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３
による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手段」 
及び訂正特許発明１の 
「検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ（４）、第一検
査シリンダ（４）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するた
めに分析装置に連結された第一照明手段（５）および第一線形カメラ（６）
を備えた第一シート検査ユニット、
検査時に印刷されたシートを運ぶための第二検査シリンダ（７）、第二検

査シリンダ（７）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するた
めに前記分析装置に連結された第二照明手段（８）および第二線形カメラ
（９）を備えた第二シート検査ユニット、 
検査時に印刷されたシートを運ぶための第三検査シリンダ（１２）、第三

検査シリンダ（１２）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影す
るために前記分析装置に連結された第三照明手段（１３）および第三線形カ
メラ（１４）を備えた第三シート検査ユニット」 
に関し、甲１発明と訂正特許発明１とは、“検査時に印刷されたシートを運
ぶための検査シリンダ、該検査シリンダ上に運搬される間に印刷されたシー
トの画像を撮影するために前記分析装置に連結されたカメラを備えたシート
検査ユニットを複数組含む”点で共通している。 

（エ）甲１発明の「前記シート５を第１検査胴１０へ連続的に運ぶための渡
し胴９」と訂正特許発明１の「印刷されたシートを第一検査ユニットへ連続
的に運ぶための入力移送シリンダ（３）」とは、いずれも、“最上流に配置
されるシート検査ユニット、即ち最上流シート検査ユニットへ印刷されたシ
ートを連続的に運ぶための入力移送シリンダ（３）”といえるものであり、
同様に、甲１発明の「第２検査胴１２から受け取った前記シート５を搬送す



る第１圧胴１４」と訂正特許発明１の「印刷されたシートを第三検査ユニッ
トから取り出す出力移送シリンダ（１７）」とは、いずれも、“最下流に配
置されるシート検査ユニット、即ち最下流シート検査ユニットから印刷され
たシートを取り出す移送シリンダ”といえるものである。 
また、甲１発明と訂正特許発明１とは、各シリンダの配置に関し、“入力

移送シリンダ（３）、複数のシート検査ユニットの各検査シリンダおよび移
送シリンダは、印刷されたシートを前記入力移送シリンダ（３）から各検査
シリンダおよび前記移送シリンダへ直接的かつ継続的に運搬するように配置
され”る点で共通し、さらに、甲１発明と訂正特許発明１とは、“各シート
検査ユニット、入力移送シリンダ（３）、および移送シリンダは、印刷され
たシートの検査が各シート検査ユニットによりされた後に検査済の印刷され
たシートを各検査シリンダから取り出すように構成されている”点でも共通
している。 

以上の（ア）～（エ）によれば、訂正特許発明１と甲１発明との一致点及
び相違点は、次のとおりである。 
（一致点） 
有価証券、紙幣、銀行券、パスポート、およびその他の同様書類等印刷さ

れたシート（sheet)形態の印刷物用検査機械であって、 
シート供給器（１）を有し、 
検査時に印刷されたシートを運ぶための検査シリンダ、該検査シリンダ上

に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に
連結されたカメラを備えたシート検査ユニットを複数組含み、 
印刷されたシートを最上流のシート検査ユニットへ連続的に運ぶための入

力移送シリンダ（３）、及び 
印刷されたシートを最下流のシート検査ユニットから取り出す移送シリン

ダを含み、
前記入力移送シリンダ（３）、複数のシート検査ユニットの各検査シリン

ダおよび前記移送シリンダは、印刷されたシートを前記入力移送シリンダ
（３）から各検査シリンダおよび前記移送シリンダへ直接的かつ継続的に運
搬するように配置され、かつ 
各シート検査ユニット、前記入力移送シリンダ（３）、および前記移送シ

リンダは、印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットによりされた後
に検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成され
ている、検査機械。 

（相違点１） 
訂正特許発明１では、複数組のシート検査ユニットの組数が３組であり、

各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラであり、かつ各シート検
査ユニット、入力移送シリンダ（３）、および移送シリンダは、「印刷され
たシートの検査が第一シート検査ユニット、第二シート検査ユニット、また
は第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシ
ートを第一、第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すよ
うに構成されている」のに対し、甲１発明では、複数組のシート検査ユニッ
トの組数が２組であり、各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラ
であるのか否か不明であり、さらに、各シート検査ユニット、前記入力移送
シリンダ（３）、および移送シリンダは、印刷されたシートの検査が各シー
ト検査ユニットによりされた後に検査済の印刷されたシートを各検査シリン
ダから取り出してはいるものの、印刷されたシートの検査が各シート検査ユ
ニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリン
ダから取り出すように構成されているのか否かは不明な点。 

（相違点２） 
訂正特許発明１のシート検査ユニットは、照明手段を備えているのに対



し、甲１発明のシート検査ユニットは、照明手段を備えているのか否か不明
な点。 

（相違点３） 
訂正特許発明１では、入力移送シリンダ（３）、複数のシート検査ユニッ

トの各検査シリンダおよび前記移送シリンダは、相互に対して直接接触する
状態で配置されているのに対し、甲１発明では、第２検査胴１２が「第１検
査胴１０に対接して設けられ」てはいるものの、全てのシリンダが相互に対
して直接接触する状態で配置されているのか否か不明な点。 

３－２ 判断
相違点１について検討する。 

（１）訂正特許発明１の技術的意義 
初めに、相違点１に係る訂正特許発明１の特定事項に関し、その技術的意

義について検討する。 
移動する対象物に対峙する線形カメラが、線状の画像を連続的に撮影する

ことにより、対象物の二次元画像を得るためのカメラであることは技術常識
である。 
そして、線形カメラは線状の画像を撮影するのであるから、訂正特許発明

１の「検査装置」が線形カメラを用いることにより、検査シリンダの径を小
さくすることが可能となり、その結果、「コンパクト形態の検査機械の構
築」（記載事項Ａ）に寄与するものといえる。 
また、線形カメラは多数の線状画像を連続的に撮影するものであるから、

「各シリンダ４，７，１２のエンコーダリーディングとカメラ画像撮影間の
完全一致」（記載事項Ｄ）が必要となり、そのため「シートは、次の検査シ
リンダへ移送される前に、完全に検査され」（記載事項Ｄ）ることにより、
「シートは適正に検査され、かつ一つのシリンダから他のシリンダへの移送
動作は検査動作それ自体に影響を与えない」（記載事項Ｄ）と共に、「信頼
性のある検査機械および方法を提供する」（記載事項Ａ）ことが可能となる
ことも分かる。 
してみると、訂正特許発明１が相違点１に係る特定事項を備える技術的意

義は、検査機械が、シート検査ユニットを３組備えることにより、少なくと
も３種類の検査を印刷済みシートに行うことが可能となること、また、一の
検査機械が検査シリンダを３つも備えていながらも、線形カメラを使用する
ことで各検査シリンダの径を小さくして、「コンパクト形態の検査機械の構
築を可能とする」（記載事項Ａ）こと、さらに、径の小さな検査シリンダで
線形カメラを使用することに伴い、より懸念される「一つのシリンダから他
のシリンダへの移送動作」の検査動作への影響を、「印刷されたシートの検
査が第一シート検査ユニット、第二シート検査ユニット、または第三シート
検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一、
第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成され
ている」ことにより排除し、シートを適正に検査し、「信頼性のある検査機
械および方法を提供する」（記載事項Ａ）ことにあるものといえる。 

（２）甲１～６発明の組み合わせについて 
甲第２号証には上記甲２発明が記載されているが、甲２発明における検査

シリンダは２つであり、また、カメラはＣＣＤ・エリアカメラであって線形
カメラではない。また、甲２発明は、「ドラム１７に載着する枚葉紙１の全
ての個々の像もしくは全体像を撮影した後で始めて、枚葉紙１は枚葉紙１の
表面２を検査するために第２のドラム１８に引き渡され」るものではある
が、線形カメラを用いた上で「シートは適正に検査され、かつ一つのシリン
ダから他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与えない」こ
とを目的として、印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完
了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す



ように構成されているものでもない。 
甲第３号証には上記甲３発明が記載されているが、検査シリンダを３つ設

ける点、カメラとして線形カメラを用いる点、印刷されたシートの検査が各
シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを
各検査シリンダから取り出す点についてはいずれも記載がない。 
甲第４号証には上記甲４発明が記載されているが、検査シリンダを３つ設

ける点、印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したと
きにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す点につい
てはいずれも記載がない。また、甲４発明は、「印刷済の銀行券等シート１
４を各ラインセンサ３にて、各検査対象の画像を取り込む」ものではある
が、甲第４号証には、検査シリンダの径を小さくし「コンパクト形態の検査
機械の構築を可能とする」ために線形カメラを用いる点については、記載も
示唆もない。 
甲第５号証には上記甲５発明が記載されているが、検査シリンダを３つ設

ける点、印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したと
きにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す点につい
てはいずれも記載がない。また、甲５発明は、「紙幣は、ラインセンサ１０
０の発光部１１０及び受発光部１２０の間の紙幣通路を搬送されるようにな
っている」ものではあるが、甲第５号証には、検査シリンダの径を小さくし
「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とする」ために線形カメラを用い
る点については、記載も示唆もない。 
甲第６号証には上記甲６発明が記載されているが、カメラとして線形カメ

ラを用いる点、印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了
したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出す点
についてはいずれも記載がない。また、甲６発明は、「第１段検査ロール
（２３）の上方には、シート上面をチェックする反射型欠陥検出装置（２）
が、第２段検査ロール（２４）の下方には、シート下面をチェックする反射
型欠陥検出装置（５）が設けられ、第３段検査ロール（２５）は透過光で平
判シートをチェックする」ものではあるが、「第１段検査ロール（２
３）」、「第２段検査ロール（２４）」及び「第３段検査ロール（２５）」
は、印刷済みシートを検査するものではなく、甲第６号証には、「第１段検
査ロール（２３）」、「第２段検査ロール（２４）」及び「第３段検査ロー
ル（２５）」を印刷済みシートの検査に適用する点について記載も示唆もな
い。 

このように、甲第２～６号証には、相違点１における訂正特許発明１の特
定事項が断片的には窺えるが、上記「（１）訂正特許発明１の技術的意義」
で検討した、特定の目的のために「線形カメラ」を使用し、かつ、特定の目
的のために「線形カメラ」と「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユ
ニット、第二シート検査ユニット、または第三シート検査ユニットにより完
了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一、第二または第三検査シ
リンダ（４，７，１２）から取り出す」事項とを併せ持つという相違点１に
係る訂正特許発明１の技術的意義に関する記載や示唆は、甲第２～６号証の
いずれにも見い出し得ないのであるから、「コンパクト形態の検査機械の構
築を可能とし」、「信頼性のある検査機械および方法を提供する」という課
題の下、甲１発明～甲６発明を有機的に組み合わせて、相違点１に係る訂正
特許発明１の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。 

そして、訂正特許発明１は、相違点１に係る訂正特許発明１の特定事項を
採用することにより、相違点２及び相違点３に係る訂正特許発明１の特定事
項とも相俟って、「既知検査機械および方法を改良すること・・・印刷され
たシートの検査を実行するために必要な運搬および検査時間を最適化するこ
と・・・コンパクト形態の検査機械の構築を可能にすること・・・簡単かつ
信頼性のある検査機械および方法を提供すること」（記載事項Ａ）という訂



正特許明細書記載の作用効果を期待できるものである。 

（３）請求人の主張に対して 
請求人は、次のような主張をしているので、続いて検討する。 

（ア）口頭審理陳述要領書第９～１０頁 
「被請求人は、シートが一つの検査シリンダから次の検査シリンダに移送さ
れる際に滑りが生じる可能性があり、それによりカメラによる撮像タイミン
グとの同期が乱れる可能性があると主張するが、これは、線形カメラの使用
による特有の問題ではなく、エリアカメラでも同様に生ずる問題である。す
なわち、エリアカメラでの撮影時にシートの滑りが生じれば検査精度は悪化
するのであり、エリアカメラ使用時でもシートに滑りが生じてはいけないこ
とは当業者の常識である。 
以上のように、被請求人が『線形カメラ』としたことによる効果として主

張している事項は、いずれも『線形カメラ』特有のものではなく、進歩性判
断の考慮の対象たるものではない。」
（イ）口頭審理陳述要領書第１２～１３頁 
「甲１に記載の発明では、二つのシリンダを備え、各シリンダ上で一つの検
査をするようにしており、検査項目が増えれば、シリンダ及び検査装置を増
設することは極めて当たり前のことである。検査項目が増えた場合にシリン
ダ及び検査装置を増設することは、一つのシリンダ上で複数の検査をする甲
３に記載の技術と比べても至極当然のことである。 
線形カメラは本件特許出願前公知である（甲４、甲５）。公知なだけでな

く、甲４、甲５においては、本件特許発明同様、印刷物の検査に使用してい
る。加えて本件明細書の段落［００１２］には『カメラ６、例えばそれ自体
既知のＣＣＤカメラがこの照明により創出される画像を撮影する。』と記載
されている。つまり、印刷物用検査機械において検査手段として『線形カメ
ラ』を特定しただけでは何ら発明的事項を特定したことにはならない。 
また、線形カメラを採用しただけでは装置を小型化できない。装置の小型

化は主にシリンダのサイズに依存するからである。 
更に、『各検査ユニットでの検査が完了した後にのみシートを取り出す』

ことも甲１、甲２に記載されているように本件特許出願前公知である。
このように、被請求人が主張する事項はいずれも公知のものであり、何ら

技術的事項を構成するものでない。よって、訂正後の請求項１に係る第１特
許発明は、依然として甲１及び甲２により進歩性を有しないものである。」

（主張アについて） 
所定範囲のエリア画像を取得するに当たり、エリアカメラであれば一度の

撮影動作で済むのに対し、線形カメラでは、一度の撮影動作により線状の画
像しか撮影できないのであるから、所定範囲のエリア画像を得るためには、
それだけ長時間に渡り撮影動作を繰り返し、撮影した個々の線状画像を集合
させることとなる。 
このような線形カメラの特性を踏まえれば、線形カメラを使用して乱れや

歪みのない適正なエリア画像を得るためには、一度の撮影動作の瞬間のみな
らず、撮影動作を繰り返す全期間においてシートの滑りを防止する必要があ
ることは明らかである。 
してみると、「エリアカメラでの撮影時にシートの滑りが生じれば検査精

度は悪化するのであり、エリアカメラ使用時でもシートに滑りが生じてはい
けないことは当業者の常識」であったとしても、ある瞬間に移動中のシート
にさらに滑りが発生した際の、画像に乱れや歪みが生じる確率や画像に生じ
た乱れや歪みの大きさへの影響度を、一度の撮影動作で済むエリアカメラを
使用した場合と所定の全期間に渡って撮影動作を繰り返す必要のある線形カ
メラを使用した場合とで、同一視することはできない。 
したがって、本件訂正発明１が、「線形カメラ」と「印刷されたシートの

検査が第一シート検査ユニット、第二シート検査ユニット、または第三シー



ト検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第
一、第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出す」事項とを
併せ持つことにより、「シートは適正に検査され、かつ一つのシリンダから
他のシリンダへの移送動作は検査動作それ自体に影響を与え」（記載事項
Ｄ）ず、「信頼性のある検査機械および方法を提供する」（記載事項Ａ）こ
とは、甲１発明～甲６発明から予測できない作用効果といえることから、請
求人の上記主張は採用できない。 

（主張イについて） 
請求人が主張するにように、「検査項目が増えれば、シリンダ及び検査装

置を増設することは極めて当たり前のことである」、「線形カメラは本件特
許出願前公知である（甲４、甲５）」、「更に、『各検査ユニットでの検査
が完了した後にのみシートを取り出す』ことも甲１、甲２に記載されている
ように本件特許出願前公知である」としても、甲各号証に、甲１発明～甲６
発明を有機的に組み合わせて、相違点１に係る訂正特許発明１の特定事項を
導き出す動機付けの存在しないことは、上記「（２）甲１～６発明の組み合
わせについて」で検討したとおりである。 
よって、「訂正後の請求項１に係る第１特許発明は、依然として甲１及び

甲２により進歩性を有しないものである。」との請求人の主張は採用できな
い。 

３－３ まとめ 
以上によれば、相違点２及び相違点３について検討するまでもなく、訂正

特許発明１は、甲第１号証～甲第６号証に記載された発明に基づいて当業者
が容易に発明することができたものではない。 
したがって、訂正特許発明１は、特許法第２９条第２項の規定に違反して

なされたものではないから、訂正特許発明１に係る特許についての無効理由
１は理由がない。 

４．訂正特許発明２～１２について 
訂正特許発明２～１２は、訂正特許発明１の発明特定事項をすべて含み、

さらに、他の発明特定事項を付加したものに相当する発明である。 
よって、訂正特許発明２～１２は、訂正特許発明１について示した理由と

同様の理由により、甲第１号証～甲第６号証に記載された発明に基づいて当
業者が容易に発明することができたものではない。 
したがって、訂正特許発明２～１２は、特許法第２９条第２項の規定に違

反してなされたものではないから、訂正特許発明２～１２に係る特許につい
ての無効理由１は理由がない。 

５．訂正特許発明１３について 
５－１ 対比 
訂正特許発明１３と甲３発明とを対比する。

（ア）甲３発明の「銀行券等の有価用紙のような用紙の印刷済みシート」
は、文言の意味、機能又は構造等からみて訂正特許発明１３の「有価証券、
紙幣、銀行券、パスポート、およびその他の同様書類等印刷されたシート
（sheet)形態の印刷物」に相当し、以下同様に、「供給機器１」は「供給
器」に、「前記シート」は「印刷されたシート」に、「前記シートはチェー
ン式移送機器１８に巻き上げられ、そしてマーク機器１９を通過し、この機
器１９は、反射または透過による印刷の品質検査の間に欠陥があるとみなさ
れた前記シートにマークを付け、」は「印刷されたシートをマーキングユニ
ットへ移送し、かつ検査の一つの結果が欠陥を示す場合に欠陥をマーキング
し、」に、「その後、前記シートは蓄積機器に向かい、基準を満たしている
前記シートを基準を満たしていない前記シートから分別する」は「マーキン
グ実行後に、印刷されたシートを配送ユニットへ運搬し、かつ印刷されたシ



ートが欠陥としてマーキングされているか否かにより配送パイルを分類
し、」にそれぞれ相当する。 

（イ）甲３オの「付加的に処理の行われていないシート、すなわち検査また
は番号付けの行われていないシート」なる記載から、甲３発明の「処理」に
は検査が含まれることから、甲３発明の「銀行券等の有価用紙のような用紙
の印刷済みシートを処理するための装置を操作する方法」は訂正特許発明１
３の「有価証券、紙幣、銀行券、パスポート、およびその他の同様書類等印
刷されたシート（sheet)形態の印刷物の検査方法」に相当する。 

（ウ）甲３発明の「ドラム４」、「カメラ５」、「照明機器６」、「機器
８」及び「反射式光電子検査機器７」は全体として、一の検査ユニットを構
成し、同様に、「ドラム１０」、「別の反射式光電子検査機器７’」及び
「照明機器８’」も別の検査ユニットを構成しているものといえる。 

（エ）甲３発明は、「ドラム４内の第一の位置には透過によって検査するこ
とができるカメラ５が設けられ、ドラム４の外部には、カメラ５と対面し且
つ前記シートに対してカメラ５の反対側において前記シートを照らす照明機
器６が設けられ、前記シートは移動し続け、機器８に照らされる反射式光電
子検査機器７と対面し、第一ドラム４が品質検査機器７を通って回転してい
るときに品質検査が行われ」、「シートは把持機器によってドラム１０へ移
り、別の反射式光電子検査機器７’を通過し、前記シートは照明機器８’に
よって照らされ、品質検査が行われ」、「次いで、前記シートはチェーン式
移送機器１８に巻き上げられ」るのであるから、カメラ５により透過による
検査が行われ、反射式光電子検査機器７によりシートの一側の検査が行わ
れ、両検査後に別の反射式光電子検査機器７’によりシートの他側の検査が
行われ、シートの他側の検査を含むすべての検査後にシートはチェーン式移
送機器１８に巻き上げられるものである。 
そして、甲３発明の「カメラ５」、「反射式光電子検査機器７」及び「別

の反射式光電子検査機器７’」並びに訂正特許発明１３の「第一線形カメ
ラ」、「第二線形カメラ」及び「第三線形カメラ」は、いずれも“検査機
器”である点で共通するものである。 

（オ）甲３発明では、「シートは・・・ドラム４に巻き込まれ、・・・前記
シートは移動し続け、・・・第一ドラム４が・・・回転しているときに品質
検査が行われ、その後、・・・前記シートは把持機器によってドラム１０へ
移り、別の反射式光電子検査機器７’を通過し、・・・品質検査が行われ」
るのであるから、品質検査に当たり、シートはドラム４及びドラム１０によ
り運搬されているものといえる。 
そして、甲３発明の「ドラム４」及び「ドラム１０」並びに訂正特許発明

１３の「第一検査シリンダ」、「第二検査シリンダ」及び「第三検査シリン
ダ」は、いずれも“検査シリンダ”である点で共通するものである。 

（カ）上記（ウ）～（オ）によれば、甲３発明の 
「連続的に前記シートを供給する供給機器１を具備し、前記シートは供給ロ
ーラ２を介して移送ドラム３に侵入し、矢印Ｆ１の方向に回転駆動されるド
ラム４に巻き込まれ、
ドラム４内の第一の位置には透過によって検査することができるカメラ５

が設けられ、ドラム４の外部には、カメラ５と対面し且つ前記シートに対し
てカメラ５の反対側において前記シートを照らす照明機器６が設けられ、前
記シートは移動し続け、機器８に照らされる反射式光電子検査機器７と対面
し、第一ドラム４が品質検査機器７を通って回転しているときに品質検査が
行われ、 
その後、前記シートがドラム４とドラム１０との接触地点に到達すると、



前記シートは把持機器によってドラム１０へ移り、別の反射式光電子検査機
器７’を通過し、前記シートは照明機器８’によって照らされ、品質検査が
行われ、」 
と訂正特許発明１３の 
「－ 印刷された継続シートを、検査のために、第一線形カメラにより透明
陽画による第一検査を実行する第一検査ユニットへ供給器から移送し、印刷
されたシートを第一検査シリンダ（４）により第一検査ユニットへ運搬し、
－ 第一線形カメラによる第一検査終了後に、印刷されたシートを第二検

査ユニットへ移送し、印刷されたシートの第一側の第二検査を第二線形カメ
ラにより実行し、印刷されたシートを第二検査シリンダ（７）により第二検
査ユニットへ運搬し、 
－ 第二線形カメラによる第二検査終了後に、印刷されたシートを第三検

査ユニットへ移送し、印刷されたシートの第二側の第三検査を第三線形カメ
ラにより実行し、印刷されたシートを第三検査シリンダ（１２）により第三
検査ユニットへ運搬し、」 
とは、 
“印刷された継続シートを、検査のために、複数組の検査ユニットの一の検
査ユニットへ供給器から移送し、印刷されたシートを、検査が実行される検
査ユニットの検査シリンダにより検査が実行される検査ユニットへ運搬し、
複数組の検査ユニットで検査機器により実行される検査には、透過による

検査、印刷されたシートの第一側の検査、印刷されたシートの第二側の検査
が含まれ、 
一の検査ユニットにおける検査後に、印刷されたシートを次の検査ユニッ

トへ移送し、印刷されたシートの検査を検査機器により実行し、印刷された
シートを、検査が実行される検査ユニットの検査シリンダにより検査が実行
される検査ユニットへ運搬し、” 
である点で共通する。 

（キ）甲３発明は、「前記シートがドラム４とドラム１０との接触地点に到
達すると、前記シートは把持機器によってドラム１０へ移」るのであるか
ら、シートの移送は、ドラム４からドラム１０へ直接行うものである。 

以上の（ア）～（キ）によれば、訂正特許発明１３と甲３発明との一致点
及び相違点は、次のとおりである。 
（一致点） 
有価証券、紙幣、銀行券、パスポート、およびその他の同様書類等印刷さ

れたシート（sheet)形態の印刷物の検査方法であって、 
印刷された継続シートを、検査のために、複数組の検査ユニットの一の検

査ユニットへ供給器から移送し、印刷されたシートを、検査が実行される検
査ユニットの検査シリンダにより検査が実行される検査ユニットへ運搬し、
複数組の検査ユニットで検査機器により実行される検査には、透過による

検査、印刷されたシートの第一側の検査、印刷されたシートの第二側の検査
が含まれ、 
一の検査ユニットにおける検査後に、印刷されたシートを次の検査ユニッ

トへ移送し、印刷されたシートの検査を検査機器により実行し、印刷された
シートを、検査が実行される検査ユニットの検査シリンダにより検査が実行
される検査ユニットへ運搬し、 
すべての検査機器による検査後に、印刷されたシートをマーキングユニッ

トへ移送し、かつ検査の一つの結果が欠陥を示す場合に欠陥をマーキング
し、かつ 
マーキング実行後に、印刷されたシートを配送ユニットへ運搬し、かつ印

刷されたシートが欠陥としてマーキングされているか否かにより配送パイル
を分類し、印刷されたシートの検査ユニットから検査ユニットへの移送を、
検査シリンダから検査シリンダへ、直接行う、各工程を含む検査方法。 



（相違点４） 
訂正特許発明１３では、複数組の検査ユニットの組数は３組であり、各検

査ユニットが備える検査機器は線形カメラであり、かつ各検査ユニットにお
ける線形カメラによる検査終了後に、印刷されたシートを次の検査ユニット
又はマーキングユニットへ移送しているのに対し、甲３発明では、検査ユニ
ットの組数は２組であり、各検査ユニットが備える検査機器は線形カメラで
あるのか否か不明であり、さらに、印刷されたシートの次の検査ユニット又
はマーキングユニットへの移送は、各検査ユニットにおける検査機器による
検査後ではあるものの、検査終了後に行われるのか否かが不明な点。 

（相違点５） 
透過による検査が、訂正特許発明１３では、透明陽画による検査であるの

に対し、甲３発明では、透明陽画による検査であるのか否か不明な点。 

（相違点６） 
訂正特許発明１３は、「印刷されたシートの第一検査ユニットから第二検

査ユニット、および第二検査ユニットから第三検査ユニットへの移送を、第
一検査シリンダ（４）から第二検査シリンダ（７）へ、かつ第二検査シリン
ダ（７）から第三検査シリンダ（１２）へ、それぞれ直接行う」のに対し、
甲３発明は、検査ユニットの組数が２組であって、「印刷されたシートの第
一検査ユニットから第二検査ユニット、および第二検査ユニットから第三検
査ユニットへの移送を、第一検査シリンダ（４）から第二検査シリンダ
（７）へ、かつ第二検査シリンダ（７）から第三検査シリンダ（１２）へ、
それぞれ直接行う」ものではない点。 

５－２ 判断
相違点４について検討するに、相違点４は実質的に上記相違点１と差違の

ないものである。 
そして、相違点１は、訂正特許発明１と甲第１号証に記載された発明であ

る甲１発明との相違点であるから、甲１発明が相違点４に係る訂正特許発明
１３の特定事項を具備しないことは明らかである。 
よって、上記３－２において、訂正特許発明１について示した理由と同様

の理由により、甲１発明～甲６発明を有機的に組み合わせて、相違点４に係
る訂正特許発明１３の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。 
そして、訂正特許発明１３は、相違点４に係る訂正特許発明１３の特定事

項を採用することにより、相違点５及び相違点６に係る訂正特許発明１３の
特定事項とも相俟って、「既知検査機械および方法を改良すること・・・印
刷されたシートの検査を実行するために必要な運搬および検査時間を最適化
すること・・・コンパクト形態の検査機械の構築を可能にすること・・・簡
単かつ信頼性のある検査機械および方法を提供すること」（記載事項Ａ）と
いう訂正特許明細書記載の作用効果を期待できるものである。 

５－３ まとめ 
以上によれば、相違点５及び相違点６について検討するまでもなく、訂正

特許発明１３は、甲第１号証～甲第６号証に記載された発明に基づいて当業
者が容易に発明することができたものではない。 
したがって、訂正特許発明１３は、特許法第２９条第２項の規定に違反し

てなされたものではないから、訂正特許発明１３に係る特許についての無効
理由１は理由がない。 

６．訂正特許発明１４～１８について 
訂正特許発明１４～１８は、訂正特許発明１３の発明特定事項をすべて含

み、さらに、他の発明特定事項を付加したものに相当する発明である。 



よって、訂正特許発明１４～１８は、訂正特許発明１３について示した理
由と同様の理由により、甲第１号証～甲第６号証に記載された発明に基づい
て当業者が容易に発明することができたものではない。 
したがって、訂正特許発明１４～１８は、特許法第２９条第２項の規定に

違反してなされたものではないから、訂正特許発明１４～１８に係る特許に
ついての無効理由１は理由がない。 

第８ むすび 
以上のとおり、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項第１号ないし第

３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第１３４条の２第
５項の規定によって準用する特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適
合するので、当該訂正を認める。 
そして、訂正特許発明１～１８に係る特許は、特許法第２９条第２項の規

定に違反してなされたものではなく、また、特許法第３６条第６項第１号に
規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものでもなく、請求
人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、訂正特許発明１～１８
に係る特許を無効とすることはできない。 

審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定において準
用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとす
る。 

よって、結論のとおり審決する
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